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代表者名 代表取締役会長  井  上  憲  氏 

（コード：4705 東証スタンダード市場） 

問合せ先  代表取締役常務管理部マネージャー 

岡 田 高 志 

   （TEL．052-732-5200） 

 

特定子会社の異動に関するお知らせ 

当社は、当社の子会社であるCLIP FIRST LINK PTE.LTD.に対する貸付金の一部について、デット・エクイテ

ィ・スワップ方式により株式化（増資）を行いました。これに伴い、同社は当社の特定子会社に該当すること

となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．異動の理由 

 当社は、当社の子会社であるCLIP FIRST LINK PTE.LTD.に対して、事業の強化をはかるため、貸付金の一部

（80万シンガポールドル）について、デット・エクイティ・スワップ方式により株式化（増資）を行いました。

これに伴い同社の資本金の額が、当社の資本金の額の 100 分の 10 以上に相当することから、同社は当社の特

定子会社に該当することとなりました。 

 

２．特定子会社の概要 

（１） 商 号 CLIP FIRST LINK PTE.LTD. 

（２） 本 店 所 在 地 18 ROBINSON ROAD,#20-02,18 ROBINSON,SINGAPORE 048547 

（３） 代表者の役職・氏名 DIRECTOR 井上憲氏 

（４） 事 業 内 容 シンガポール市場での小売販売、不動産関連事業 

（５） 資 本 金 の 額 933,500シンガポールドル 

（６） 設 立 年 月 日 2016年９月６日 

（７） 

 

大株主及び持株比率 

 

当社所有割合100％ 

（８） 
上場会社と当該会社と

の 関 係 等 

資 本 関 係 当社の100％子会社であります。 

人 的 関 係 
当社代表取締役の井上憲氏がDIRECTORとして経営に

あたります。 

取 引 関 係 
当社からの借入があります。（約150万シンガポール

ドル） 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
当社の関連当事者に該当します。 

 



３．日程 

   2025年11月７日 デット・エクイティ・スワップ方式による株式化（増資）の決定承認 

   2025年12月９日 登記手続きの完了 

 

４．今後の見通し 

   当該特定子会社の異動に伴う2025年３月期の連結業績に与える影響は軽微であります。 
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